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町田市市税条例の一部を改正する条例 

 町田市市税条例（昭和３６年１２月町田市条例第２３号）の一部を次のように改正

する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第６９条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割の税率は、１台について、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

第６９条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割の税率は、１台について、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）原動機付自転車 （１）原動機付自転車 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のも

の又は定格出力が０．６キロワット以下

のもの（ウ及びオに掲げるものを除く。）

 年額２，０００円 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のも

の又は定格出力が０．６キロワット以下

のもの（エに掲げるものを除く。） 年

額２，０００円 

イ ２輪のもので、総排気量が０．０５リ

ットルを超え０．０９リットル以下のも

の（ウに掲げるものを除く。）又は定格

出力が０．６キロワットを超え０．８キ

ロワット以下のもの 年額２，０００円 

イ ２輪のもので、総排気量が０．０５リ

ットルを超え０．０９リットル以下のも

の又は定格出力が０．６キロワットを超

え０．８キロワット以下のもの 年額２，

０００円 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５

リットル以下かつ最高出力が４．０キロ

ワット以下のもの 年額２，０００円 

 

エ ２輪のもので、総排気量が０．０９リ

ットルを超えるもの（ウに掲げるものを

除く。）又は定格出力が０．８キロワッ

トを超えるもの 年額２，４００円 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．０９リ

ットルを超えるもの又は定格出力が０．

８キロワットを超えるもの 年額２，４

００円 

オ 略 エ 略 

（２）・（３）略 （２）・（３）略 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第７５条 略 第７５条 略 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けよう

とする者は、納期限内に、当該軽自動車等に

ついて減免を受けようとする税額及び次に掲

げる事項を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付し、これを市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けよう

とする者は、納期限内に、当該軽自動車等に

ついて減免を受けようとする税額及び次に掲

げる事項を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付し、これを市長

に提出しなければならない。 
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（１）～（４）略 （１）～（４）略 

（５）原動機の総排気量又は定格出力（第６９

条第１号ウに掲げる原動機付自転車にあっ

ては、原動機の総排気量及び最高出力） 

（５）原動機の総排気量又は定格出力 

（６）～（８）略 （６）～（８）略 

３ 略 ３ 略 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

第８条の２ 略 第８条の２ 略 

２～１５ 略 ２～１５ 略  

１６ 法附則第１５条第３６項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

１６ 法附則第１５条第３７項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

１７ 法附則第１５条第３７項に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

１７ 法附則第１５条第３８項に規定する市の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第４０項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第４１項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

１９ 法附則第１５条第４１項に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

１９ 法附則第１５条第４２項に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

２０・２１ 略 ２０・２１ 略 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第８条の３ 略 第８条の３ 略 

２～１３ 略 ２～１３ 略 

１４ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項

に規定する特定マンションに係る区分所有に

係る家屋については、前項の申告書の提出が

なかった場合においても、マンションの管理

の適正化の推進に関する法律（平成１２年法

律第１４９号）第５条の２第１項に規定する

管理組合の管理者等から法附則第１５条の９

の３第２項に規定する期間内に施行規則附則

第７条第１７項各号に掲げる書類の提出がさ

れ、かつ、当該特定マンションが法附則第１

５条の９の３第１項に規定する要件に該当す

ると認められるときは、前項の規定にかかわ

らず、同条第１項の規定を適用することがで

きる。 
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１５ 略 １４ 略 

１６ 略 １５ 略 

 （平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特

例の適用を受けようとする者がすべき申告

等） 

 第８条の４ 法附則第１６条の２第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の

初日の属する年の１月３１日までに次に掲げ

る事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号並びに当該納税義務者

が令附則第１２条の４第１項第３号から第

５号まで又は第３項第３号から第５号まで

に掲げる者である場合にあっては、同条第

１項第１号若しくは第２号又は第３項第１

号若しくは第２号に掲げる者との関係 

 （２）法附則第１６条の２第１項に規定する被

災住宅用地の上に平成２８年度に係る賦課

期日において存した家屋の所有者及び家屋

番号 

 （３）当該年度に係る賦課期日において法附則

第１６条の２第１項（同条第２項において

準用する場合及び同条第６項（同条第７項

において準用する場合を含む。）の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）

の規定の適用を受けようとする土地を法第

３４９条の３の２第１項に規定する家屋の

敷地の用に供する土地として使用すること

ができない理由 

 （４）前３号に掲げるもののほか、固定資産税

の賦課徴収に関し市長が必要と認める事項 

 ２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用

を受ける土地に係る令和５年度分及び令和６

年度分の固定資産税については、第６２条の

規定は適用しない。 

 ３ 法附則第１６条の２第４項に規定する特定
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被災共用土地（以下この項において「特定被

災共用土地」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出は、同項に規定する特定被災共

用土地納税義務者（以下この項において「特

定被災共用土地納税義務者」という。）の代

表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申出書を市長に提出して行わなけ

ればならない。 

 （１）代表者の住所、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号 

 （２）特定被災共用土地の所在、地番、地目、

地積及び用途 

 （３）特定被災共用土地に係る法附則第１６条

の２第３項に規定する被災区分所有家屋の

所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び

用途 

 （４）各特定被災共用土地納税義務者の住所、

氏名及び当該特定被災共用土地に係る持分

の割合 

 （５）法附則第１６条の２第３項の規定により

按分する場合に用いられる割合に準じて定

めた割合及び当該割合の算定方法 

 ４ 法附則第１６条の２第９項の規定により特

定被災共用土地とみなされた特定仮換地等

（以下この項において「特定仮換地等」とい

う。）に係る固定資産税額の按分の申出につ

いては、前項中「特定被災共用土地納税義務

者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」

と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特

定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」

とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の

土地である特定被災共用土地に」とする。 

 （平成３０年７月豪雨に係る固定資産税の特

例の適用を受けようとする者がすべき申告

等） 

 第８条の５ 法附則第１６条の３第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の

初日の属する年の１月３１日までに次に掲げ
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る事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号並びに当該納税義務者

が令附則第１２条の５第１項第３号から第

５号まで又は第３項第３号から第５号まで

に掲げる者である場合にあっては、同条第

１項第１号若しくは第２号又は第３項第１

号若しくは第２号に掲げる者との関係 

 （２）法附則第１６条の３第１項に規定する被

災住宅用地の上に平成３０年度に係る賦課

期日において存した家屋の所有者及び家屋

番号 

 （３）当該年度に係る賦課期日において法附則

第１６条の３第１項（同条第２項において

準用する場合及び同条第６項（同条第７項

において準用する場合を含む。）の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）

の規定の適用を受けようとする土地を法第

３４９条の３の２第１項に規定する家屋の

敷地の用に供する土地として使用すること

ができない理由 

 （４）前３号に掲げるもののほか、固定資産税

の賦課徴収に関し市長が必要と認める事項 

 ２ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用

を受ける土地に係る令和５年度分及び令和６

年度分の固定資産税については、第６２条の

規定は適用しない。 

 ３ 法附則第１６条の３第４項に規定する特定

被災共用土地（以下この項において「特定被

災共用土地」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出は、同項に規定する特定被災共

用土地納税義務者（以下この項において「特

定被災共用土地納税義務者」という。）の代

表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申出書を市長に提出して行わなけ

ればならない。 

 （１）代表者の住所、氏名又は名称及び個人番
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号又は法人番号 

 （２）特定被災共用土地の所在、地番、地目、

地積及び用途 

 （３）特定被災共用土地に係る法附則第１６条

の３第３項に規定する被災区分所有家屋の

所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び

用途 

 （４）各特定被災共用土地納税義務者の住所、

氏名及び当該特定被災共用土地に係る持分

の割合 

 （５）法附則第１６条の３第３項の規定により

按分する場合に用いられる割合に準じて定

めた割合及び当該割合の算定方法 

 ４ 法附則第１６条の３第９項の規定により特

定被災共用土地とみなされた特定仮換地等

（以下この項において「特定仮換地等」とい

う。）に係る固定資産税額の按分の申出につ

いては、前項中「特定被災共用土地納税義務

者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」

と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特

定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」

とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の

土地である特定被災共用土地に」とする。 

（令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特例

の適用を受けようとする者がすべき申告等） 

（令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特例

の適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第８条の４ 法附則第１６条の２第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の

初日の属する年の１月３１日までに次に掲げ

る事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

第８条の６ 法附則第１６条の４第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の

初日の属する年の１月３１日までに次に掲げ

る事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号並びに当該納税義務者

が令附則第１２条の４第１項第３号から第

５号まで又は第３項第３号から第５号まで

に掲げる者である場合にあっては、同条第

１項第１号若しくは第２号又は第３項第１

号若しくは第２号に掲げる者との関係 

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号並びに当該納税義務者

が令附則第１２条の６第１項第３号から第

５号まで又は第３項第３号から第５号まで

に掲げる者である場合にあっては、同条第

１項第１号若しくは第２号又は第３項第１

号若しくは第２号に掲げる者との関係 

（２）法附則第１６条の２第１項に規定する被 （２）法附則第１６条の４第１項に規定する被
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災住宅用地の上に令和２年度に係る賦課期

日において存した家屋の所有者及び家屋番

号 

災住宅用地の上に令和２年度に係る賦課期

日において存した家屋の所有者及び家屋番

号 

（３）当該年度に係る賦課期日において法附則

第１６条の２第１項（同条第２項において

準用する場合及び同条第６項（同条第７項

において準用する場合を含む。）の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）

の規定の適用を受けようとする土地を法第

３４９条の３の２第１項に規定する家屋の

敷地の用に供する土地として使用すること

ができない理由 

（３）当該年度に係る賦課期日において法附則

第１６条の４第１項（同条第２項において

準用する場合及び同条第６項（同条第７項

において準用する場合を含む。）の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）

の規定の適用を受けようとする土地を法第

３４９条の３の２第１項に規定する家屋の

敷地の用に供する土地として使用すること

ができない理由 

（４）略 （４）略 

２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用

を受ける土地に係る令和７年度分及び令和８

年度分の固定資産税については、第６２条の

規定は適用しない。 

２ 法附則第１６条の４第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用

を受ける土地に係る令和５年度分及び令和６

年度分の固定資産税については、第６２条の

規定は適用しない。 

３ 法附則第１６条の２第４項に規定する特定

被災共用土地（以下この項において「特定被

災共用土地」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出は、同項に規定する特定被災共

用土地納税義務者（以下この項において「特

定被災共用土地納税義務者」という。）の代

表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申出書を市長に提出して行わなけ

ればならない。 

３ 法附則第１６条の４第４項に規定する特定

被災共用土地（以下この項において「特定被

災共用土地」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出は、同項に規定する特定被災共

用土地納税義務者（以下この項において「特

定被災共用土地納税義務者」という。）の代

表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申出書を市長に提出して行わなけ

ればならない。 

（１）・（２）略 （１）・（２）略 

（３）特定被災共用土地に係る法附則第１６条

の２第３項に規定する被災区分所有家屋の

所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び

用途 

（３）特定被災共用土地に係る法附則第１６条

の４第３項に規定する被災区分所有家屋の

所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び

用途 

（４）略 （４）略 

（５）法附則第１６条の２第３項の規定により

按分する場合に用いられる割合に準じて定

めた割合及び当該割合の算定方法 

（５）法附則第１６条の４第３項の規定により

按分する場合に用いられる割合に準じて定

めた割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第１６条の２第９項の規定により特

定被災共用土地とみなされた特定仮換地等

（以下この項において「特定仮換地等」とい

４ 法附則第１６条の４第９項の規定により特

定被災共用土地とみなされた特定仮換地等

（以下この項において「特定仮換地等」とい
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う。）に係る固定資産税額の按分の申出につ

いては、前項中「特定被災共用土地納税義務

者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」

と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特

定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」

とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の

土地である特定被災共用土地に」とする。 

う。）に係る固定資産税額の按分の申出につ

いては、前項中「特定被災共用土地納税義務

者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」

と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特

定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」

とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の

土地である特定被災共用土地に」とする。 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税

の減額の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告） 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税

の減額の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告） 

第１７条 略 第１７条 略 

２～１２ 略 ２～１２ 

（読替規定） （読替規定） 

１３ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３

項から第１７項まで、第１９項、第２０項、

第２４項、第２７項、第３１項から第３３項

まで、第３６項、第３７項、第４１項若しく

は第４４項、第１５条の２第２項、第１５条

の３又は第６３条の規定の適用がある各年度

分の都市計画税に限り、第１３１条第２項中

「又は第３３項」とあるのは、「若しくは第

３３項又は法附則第１５条から第１５条の３

まで若しくは第６３条」とする。 

１３ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３

項から第１７項まで、第１９項、第２０項、

第２４項、第２７項、第３１項から第３４項

まで、第３７項、第３８項、第４２項若しく

は第４５項、第１５条の２第２項、第１５条

の３又は第６３条の規定の適用がある各年度

分の都市計画税に限り、第１３１条第２項中

「又は第３３項」とあるのは、「若しくは第

３３項又は法附則第１５条から第１５条の３

まで若しくは第６３条」とする。 

１４ 略 １４ 略  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（固定資産税及び都市計画税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の町田市市税条例の規定中固定資産税及び都市計画税

に関する部分は、令和７年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適

用し、令和６年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例に

よる。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 改正後の第６９条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の
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年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種

別割については、なお従前の例による。 
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